
公共事業継続箇所評価調書 　　再評価　　　継続評価（様式７）
評価確定日( 年 月 日)

事業コード 区 分 国庫補助　　　　　県単独

事 業 名 部局課室名

事 業 種 別 班 名 (tel)

路 線 名 等 担当課長名

箇 所 名 担 当 者 名

政策コード 政 策 名
総合計画と

施策コード 施 策 名
の関連

指標コード 施策目標(指標)名

１．事業の概要

事 業 期 間 総事業費 億円 国庫補助率～　　　　　（　　　年）

事 業 規 模

事業の立案

に至る背景

事 業 目 的

計 画 時 評 価 時 増 減 理 由 等

事 業 費

工 事 費
経費

用 補 費
内訳

そ の 他
事業費内訳

国庫補助

事 業 内 容 財源 県 債

そ の 他内訳(単位:千円)

一般財源

事 業 内 容

事業の進捗

状況

事業推進上

の課題

関連する計

画等

情勢の変化

及び長期継

続の理由

指 標 名

指 標 式事業効率把

指 標 の 種 類 成果指標 業績指標 低減指標の有無 有 無
握の手法及

目 標 値 ａ
データ等の出典

び効果 実 績 値 ｂ

把 握 の 時 期 　　　年　　　月

● ○
平成18 06 3 0

H18-農-再-1 ● ○

担い手育成基盤整備事業（区画整理型） 農林水産部　農地整備課

ほ場整備 ほ場整備班 018-860-1824

中渡 堀江憲行

山本郡八峰町峰浜目名潟 佐藤寛之

N 豊かな自然と調和した個性あふれる農林水産業の振興

04 新時代に躍動する多様な農業経営体の育成

05 ほ場整備率

１／２H19    7            8.5H13

ほ場整備　Ａ＝４０．７ｈａ

　本地区は旧峰浜村の北部、ＪＲ五能線と水沢川に囲まれた中山間地域に位置する。地区内のほ場は

未整理であるため、営農の低コスト化を図る総合的なほ場条件の整備が必要とされている。また、農

業をめぐる厳しい情勢の中にあって、農村では農業従事者の高齢化、加えて新規就農者の減少などに

対処するため地域農業を支える担い手の確保・育成を図ることが喫緊の課題である。

・地域を担う経営体への農地の利用集積を図り、経営基盤の強化（9.4ha→16.9ha）
・ほ場の大区画化による生産コストの低減(30a以上区画 39.0ha 95.8%）

・機械化営農の効率性向上のため、農道の適正配置と必要幅員の確保（2m→5m）

・用排水路分離等による水管理の省力化と維持管理費の節減

・暗渠排水等により水田の汎用化を促進し、土地利用型複合経営の確立を図る

    850,000     846,000      -4,000

    679,000     672,000      -7,000 労務費、資材費の低下による減

     55,000      55,000           0

    116,000     119,000       3,000 換地業務積算方法変更に伴う増

    425,000     423,000      -2,000

    210,000     209,000      -1,000

    170,000     169,200        -800

     45,000      44,800        -200

区画 40.7ha 区画 40.7ha
詳細設計 詳細設計

用地補償 用地補償

区画整理はＨ１７年度までに終了。Ｈ１８年度は補完工を実施し、Ｈ１９年度に換地処分を行い完了
する予定である。

（湧水処理工等の主要工事の完了をうけて、担い手への集積を行うこととしている。）

なし

「あきた２１総合計画」 ほ場整備率をＨ２２年までに７６％まで引き上げる

・事業の目標達成のため、コスト縮減を図り予算確保に努めている。
・地区を縦断するほ場整備関連事業である県道バイパスとの工事制約により、標準工期５年を上回っ

ている。

評価箇所における担い手等への農地集積率

地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積

● ○ ○ ●

       41.5 ％ a=活性化計画書

％ b=流動化達成状況報告       31.9

達成率ｂ／ａ        76.9 ％ 平成18 3



事業コード( )

箇所名 ( )

　　　選定または継続　　　改善　　　見直し　　　保留または中止

①指摘事項

前回評価結

果等
②指摘事項への対応

２．所管課の自己評価

観 点 評 価 の 内 容 （ 特 記 事 項 ） 評 価 点

必 要 性
点

点緊 急 性

点有 効 性

効 率 性 点

点熟 度

ランク （ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ）

判 定 点

　　　継続　　　改善して継続　　　見直し　　　中止

総 合 評 価

３．評価結果の当該事業への反映状況等（対応方針）

４．公共事業評価専門委員会意見

H18-農-再-1

山本郡八峰町峰浜目名潟

● ○ ○ ○

－

－

○「あきた２１総合計画」に位置づけられる事業であり、農業経営の中核となる担い手及
び生産組織へ農地を集積し、効率的かつ安定的な経営を行うためには不可欠である。

○地域農業の構造改革を推進するために、ほ場整備を契機とした農地の流動化、担い手の
  15の確保、育成が一段と高まっている。

○複合経営の確立のため地域の特産である「ミョウガ」、「ソバ」などの一層の生産拡大

を目指している。このためには農地の汎用化が必須であり、そのための条件整備となる排

水路の改修、暗渠排水などは完了している。   10

○担い手５名の経営面積は実施前より３８．３％増加し、地区内の担い手への農地の利用

集積率も３１．９％となっている。また、担い手等を中心としてソバなどの作付による生
産調整に取り組んでおり、地域を支える経営体の確保、育成に果たす役割も大きい。   26
○「秋田県公共事業環境配慮システム」及び「水と緑の条例」等に基づき、工事期間中に

おける現場内からの泥水の流出防止、騒音や振動抑制など、周囲の環境に配慮するととも

に、リサイクル製品の利用に努めている。

○事業の費用便益比は１．２２であり、効率性は高い。

　 ・総費用の現在価値 ８８８百万円

　 ・総便益の現在価値 １,０７９百万円   10
○現場発生土や資材の有効利用及び暗渠排水など使用資材の見直しにより、コスト縮減に
努めている。

○地域の状況：事業関係者（町、土地改良区、受益者）は、完了に向けて農地の利用集積

及び換地作業を進めるとともに、水田の汎用化により、畑作物（みょうが、ソバ等）の集

団作付への取り組みも計画的に行われており、早期の事業完了を強く望んでいる。   23

● ○ ○

事業判定ランクⅠとなっており、早期の事業完了に向けて継続するべきと考える。     84

● ○ ○ ○

各観点の評価結果から、事業実施箇所としての優先度が高く、完了に向けて継続することが妥当で

ある。

 Ｈ１９年度に予定しているほ場の換地処分までに担い手等への農地集積目標が達成できるよう、農地の利用調

整を引き続き推進する。また、水田の畑地利用を可能とする暗渠排水の整備を進め、ソバ、ミョウガなどの産地づ

くりを促進する。

 県の評価及び対応方針を可とする。



公共事業箇所評価基準

評価種別 事業コード( )

適用基準名 箇所名 ( )

１．評価内訳

観点 評価項目　細別 評価基準 配 点 評価点 摘 要

２．判定
ランク 判定内容 配　　点 判定 摘　　要

   1/1別表７(01)

継続箇所評価 H18-農-再-1

担い手育成基盤整備事業 山本郡八峰町峰浜目名潟

必要性

緊急性

有効性

効率性

熟度

合計

事業の必要性
　　あきた２１総合計画との位置づけ

　　社会経済情勢変化による需要変化

計
農業施策との関連性
　　農地汎用化の推進状況

他事業との関連
　　他事業との関連

計
当初計画の具体的効果発現(地区内)
　　認定農業者の育成

　　担い手への農地集積率

　　担い手への農地集積増加率

　　大区画率

　　環境保全への配慮

計
事業の投資効果
　　費用対効果

事業実施コストの縮減
　　対策内容

計
事業の推進
　　事業の同意状況

　　事業の推進体制

　　前年度までの進捗比

　　他官庁との協議調整

計

施策の目標の中核事業であり貢献度が高い
施策目標に間接的に貢献する
施策目標とは別のその他関連事業である
増大している
特に変化はない
低下している

十分に取り組んでいる
部分的に取り組んでいる
一部しか取り組んでいない

関連する他事業との調整で緊急性が高い
他事業はないが、単独で充分な効果がある

４０％以上
２０％以上～４０％未満
２０％未満
６０％以上
２０％以上～６０％未満
２０％未満
実施前より３０％以上増加
実施前より３０％未満増加
実施前より増加無し
１ha以上が５０％以上（中山間は標準区画３０ａ以上）
１ha以上が３５％以上５０％未満（中山間は標準区画３０ａ以上）
１ha以上が２５％以上３５％未満（中山間は標準区画３０ａ以上）
十分に配慮している
配慮している
配慮が不十分である

Ｂ／Ｃ＝１．２以上
Ｂ／Ｃ＝１．１以上～１．２未満
Ｂ／Ｃ＝１．０以上～１．１未満

効果が発現されている
実施している
検討中である

全員の同意が得られている
若干の未同意者がいるが事業実施に支障はない
未同意者がいるため事業実施に支障がある
事業推進体制が整備されている
事業推進体制が整備されておらず、事業実施に支障がある
計画より進捗している
概ね計画どおり（９０％以上）
計画より遅れている（９０％未満）
協議・調整済みで事業推進に影響はない
協議・調整中であるが事業推進に影響はない
協議・調整中で事業推進に影響する

10
5
0
5
3
0
15

5
3
1

5
3
10

10
5
1
10
5
1
5
3
1
5
3
1
10
5
0
40

5
3
1

5
3
1
10

5
3
0
5
0
10
5
1
5
3
0
25

100

10

5

15

5

5

10

1

5

5

5

10

26

5

5

10

3

5

10

5

23

84

Ⅰ 優先度がかなり高い ８０点以上

Ⅱ 優先度が高い ６０点以上～８０点未満

Ⅲ 優先度が低い ６０点未満

Ⅰ


